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�
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
度
以
降
に
お
け
る
国
立
大
学
法
人
に
対
す
る
運
営
費
交
付
金
の
算
定
方
式
に
つ
い
て
は
、
効
率
化
係
数
の
在

り
方
も
含
め
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
大
学
の
教
育
研
究
機
関
と
し
て
の
本
質
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
国
立
大
学
法
人
と
独
立
行
政
法
人
の
違
い
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
」
及
び
運
営
費
交
付
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は

「
法
人
化
前
の
公
費
投
入
額
を
踏
ま
え
、
従
来
以
上
に
各
国
立
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
に
必
要
な

所
要
額
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
の
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
国
会
審
議
に
お
け

る
附
帯
決
議
に
の
っ
と
り
、
国
立
大
学
法
人
の
業
務
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
運
営
費
交
付
金
を
措
置
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
平
成
十
六
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
方
針
に
つ
い
て
（
平
成
十
五
年
八
月
一
日
閣
議
了
解
）

に
お
い
て
、
運
営
費
交
付
金
に
つ
い
て
は
裁
量
的
経
費
と
し
て
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
国
立
大
学

法
人
の
運
営
費
交
付
金
が
削
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
平
成
十
七
年
度
以
降
の
運
営
費
交
付
金
の
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、毎
年
度
定
め
ら
れ
る
概
算
要
求
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
方
針
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
国
立
大
学
等
施
設
緊
急
整
備
五
か
年
計
画
」
（
平
成
十
三
年
四
月
十
八
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
つ
い
て

は
、
法
人
化
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
と
も
施
設
整
備
費
補
助
金
等
の
確
保
に

努
め
て
ま
い
り
た
い
。
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